
令和７年度 旭川市エイズ等対策推進懇談会 

                  

                 日時 令和７年１１月２６日（水）午後６時３０分 

                 場所 旭川市総合庁舎７階 大会議室Ｃ 

 

次   第 

 

１ 開 会 

 

２ 挨 拶 

 

３ 参加者の紹介 

 

４ 議 事 

 ⑴ 進行役の決定について       

 ⑵ 会議の公開について 

 ⑶ 報告事項 

  ア エイズ・性感染症の発生動向について       

  イ 旭川市エイズ等予防対策事業について 

  ⑷ 意見交換 

      「生と性を考えよう！通信」について 

５ その他 

 

６ 閉 会 

 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  

 

【資 料】 

  資料１－① エイズ・性感染症の発生動向について 

  資料１－② 旭川市エイズ等予防対策事業について 

  資料２－① 「生と性を考えよう！通信」（中学生用） 

  資料２－② 「生と性を考えよう！通信」（高校生用） 

 

【参考資料】 

  参考資料１  旭川市エイズ等対策推進懇談会開催要綱 

  参考資料２  旭川市エイズ等対策推進懇談会公開規程   



所属 役職名 氏名

北海道高等学校長協会道北支部 北海道旭川農業高等学校長 赤穂　悦生

旭川市ＰＴＡ連合会 副会長 石田　良太

一般社団法人旭川歯科医師会 理 事 大崎　雅大

市立旭川病院 顧問 柿木　康孝

一般社団法人 旭川市医師会
医療法人社団稲仁会　上村産科婦
人科医院　院長

上村　利彦

国立大学法人　旭川医科大学 看護部副看護部長 久保　千夏

一般社団法人 旭川市医師会
医療法人社団　旭川泌尿器科クリ
ニック　院長

佐野　正人

国際医学生連盟日本 IFMSA－Japan SCORA-Japan Staff 徳田　桃子

一般社団法人旭川薬剤師会 副会長 西野　興子

旭川市中学校長会 旭川市立神居東中学校長 坂東　裕美

（五十音順・敬称略）

旭川市エイズ等対策推進懇談会参加者名簿

（参加依頼期間　令和６年９月１日～令和８年８月３１日）
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参考資料１ 

 

旭川市エイズ等対策推進懇談会開催要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 旭川市における後天性免疫不全症候群（以下「エイズ」という。）等の予防対

 策について、関係機関・団体と連携しながら総合的に推進するため、旭川市エイズ等

 対策推進懇談会（以下「懇談会」という。）を開催する。 

 

 （職務） 

第２条 懇談会は、次の事項について意見交換等するものとする。 

 ⑴ エイズ感染予防に関すること。 

 ⑵ エイズに関する正しい知識の普及啓発に関すること。 

 ⑶ 性感染症予防に関すること。 

 ⑷ その他エイズ等の予防対策推進に必要な事項。 

 

 （参加者） 

第３条 懇談会の参加者は、次に掲げる者のうちから、市長が参加を依頼した者とし、

 人数は２０人以内とする。 

 ⑴ エイズ等に関する学識経験を有する者 

 ⑵ 教育関係者 

 ⑶ 医療関係者 

 ⑷ その他市長が必要と認めた者 

 

 （会議の進行） 

第４条 会議の進行は、参加者の互選により定めた進行役が原則行う。 

 

 （庶務） 

第５条 懇談会の庶務は、保健所保健予防課において行う。 

 

 （委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、参加者からの意見を踏まえ、  

 保健所保健予防課長が定める。  

 

   附 則 

  この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年５月１日から施行する。 

   附 則 

 １ この要綱は、平成３０年９月１日から施行する。 

  ２ 第３条の規定による参加者の依頼に関し必要な行為は、この開催要綱の施行前に

   おいても、同項の規定により行うことができる。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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参考資料２ 

 

旭川市エイズ等対策推進懇談会公開規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は旭川市市民参加推進条例第２２条の規程に基づき、旭川市エイ 

 ズ等対策推進懇談会（以下「懇談会」という。）の公開と会議の記録の公表について 

 必要な事項を定めるものとする。 

 （会議の公開） 

第２条 懇談会の会議は公開とする。ただし、個人情報を取り扱う場合又は懇談会が非 

 公開が適当と判断した場合は、一部非公開とすることができる。 

 （傍聴者の定員） 

第３条 傍聴者の定員は１０人とする。 

２ 傍聴を希望する者が前項の定員を超えるときは、先着順により傍聴者を決定するも 

 のとする。 

 （傍聴者の守るべき事項） 

第４条 傍聴者は懇談会の進行役の指示に従うとともに、次の事項を守り、静穏に傍聴 

 しなければならない。 

 (1) 会議場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。 

 (2) 会議中は発言しないこと。 

 (3) みだりに席を離れないこと。 

 (4) ゼッケン、たすき等を着用し、又は旗、プラカード等を掲げる等示威的行為をし 

  ないこと。 

 (5) 携帯電話、ＰＨＳ等を使用しないこと。 

 (6) 他の傍聴者に迷惑になる行為をしないこと。 

 (7) 会議場において撮影、録音その他これらに類する行為はしないこと。ただし、懇 

  談会が承認した場合については、この限りではない。 

 (8) 全各号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨げとなるような 

  行為はしないこと。 

２ 前項について、別紙の文書を傍聴者に配布し、注意を促すこととする。 

 （会議の記録の作成） 

第５条 懇談会は、会議終了後、速やかに、当該会議の記録を作成しなければならない。 

２ 会議の記録は要点記録方式とする。 

３ 第１項に規定する会議の記録は、当該会議に出席した参加者に会議の記録の案文を 

 郵送し、内容について確認を得た上で確定した後、公表するものとする。 

４ 会議の記録の公表にあたり、発言者名については記載せず、参加者及び保健所と表 

 記する。 

 

   附 則 

 この規程は、平成１６年２月９日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１７年２月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２３年５月１日から施行する。 

    附 則 

 この規定は、平成３０年９月１日から施行する。 
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